
第44 回大 会〕

A  9

家政学原論・家庭経営・家庭経済・家族関係

家 族 関 係 と 子 ど も の 性 格 形 成（ 第 ２ 報 ）

一 三 世 代 同 居 家 族 と 核 家 族 の 比 較 －

聖 霊 女 短 大 ○ 佐 々 木　 久 長 秋 田 大 教 育　 織 田　 栄 子

〔 目 的 〕　 家 族 関 係 が 子 ど も の 性 格 形 成 に 与 え る 影 響 に つ い て 、 「 家 族 と の 接 触 度 」 と い

う 指 標 を 中 心 に ア プ ロ ー チ し て い く。　第 １ 報 で は、 接 触 の 程 度 と 性 格 と の 間 の 関 係 を 指 摘

し た が、 本 研 究 で は 接 触 度 に 大 き な 影 響 を 与 え て い る と 考 え ら れ る 家 族 形 態 の 違 い に 注 目

し、 三 世 代 家 族 と 核 家 族 で は、 接 触 度 を は″じ め と す る 子 ど も を 取 り 巻 く 家 族 関 係 が ど の よ

う に 違 っ て い る の か、 そ し て そ れ が 性 格 形 成 の 上 で ど の よ う な 影 響 を 与 え て い る の か を 明

か に す る。 ま た、 同 じ 三 世 代 同 居 で あ っ て も、 地 域 に よ る 差 の 有 無 に つ い て 分 析 を 行 っ た。

〔 方 法 〕　 被 験 者 は 秋 田 県 の 町 立 小 学 校（1 年 ～ ６年、 計24  6名 ） 及 び 神 奈 川 県 の 町 立 小 学 校

C  2年 ～ ６年、 計161 名 ） の 児 童 で あ る。 調 査 の 内 容 は、1 ）性 格 に 関 す る 項 目 、2 ）孤 独 感 に 関

す る 項 目、3 ）家 族 に 対 す る 親 和 感 に 関 す る 項 目、4 ）家 族 関 係 の 接 触 度 に 関 す る 項 目 、 そ し

て5 ）家 族 に 対 す る 接 触 希 望 に 関 す る 項 目 か ら 構 成 さ れ て い る 。 な お 調 査 は199  1年 Ｈ 月 ～12

月 に か け て、 担 任 の 先 生 を 通 し て 各 教 室 に お い て 実 施 さ れ た。

〔 結 果 〕　 家 族 形 態 別 の 比 較 か ら　１）接 触 度（ 三 世 代 家 族 ＞ 核 家 族 ）、2 ）性 格 特 性 一順 応 的

成 就 欲 求（ 三 世 代 家 族 ＞ 核 家 族 ） と い う 結 果 が 得 ら れ た。 接 触 度 に 関 し て は、 三 世 代 家 族

に お い て 祖 父 母 が 対 応 し て い る 部 分 は 核 家 族 で は 両 親（ 母 親 ） や 欠 損（ い な い ） に つ な が

っ て い た。 ま た、 同 じ 三 世 代 家 族 で も 神 奈 川 の 場 合、 接 触 の 相 手 と し て 両 親 が 選 ば れ る 場

面 が 秋 田 よ り 多 い と い う 傾 向 が 示 さ れ、 接 触 度 及 び 接 触 希 望 度 は 地 域 に よ る 差 も あ る と い

う こ と が わ か っ た。 な お、 全 体 傾 向 と し て、 接 触 度 ・ 親 和 度 ・ 接 触 希 望 度 と の 間 に は 相 関

関 係 が 認 め ら れ、 こ れ ら の 要 因 が 密 接 に 関 連 し て い る こ と も わ か っ た。

A 10 転勤要請への家族の対応一一その実態把握と将来予測

女子栄養大学（非）　三善勝代

【 目的 】　「 単身 赴任」 は企業 側か らの転勤（ 転居を 伴う労 働異動 ）の要 請に勤労 者の家

族が 応え ら れない ところ に端を 発す る。本来 は、 夫 のみ就労 家庭 による対 応形態で あ る「

家族 帯同転勤 」 の反 対 概念だが 、今 や日常 茶飯事と なってい るほど 増加し てい るだけ に、

共 働き家族 か否 かを 問 わず広 く使用さ れてい る。 し かし、家 庭と 職業の両 領域 に関わ るこ

の 種の問題 は、 むしろ将来 増加 が見 込まれ る有職妻 に焦点を あて ることで 、より きめ 細か

な実 態把握お よ び将来予 測が可 能に なるよう に思わ れる。 本研究を その 試みとし たい。

【 方 法】　 報告者 が直接 携わ った転 勤ないし労 働異 動に関 する次 の２つ の調査結果を 主 資

料 とする:  （1)1990 年 ７月、 財団法 人労働問 題リ サ ーチ センタ ーの委託 により、 単身 赴任

者493 人お よび 家族帯同 転勤者 とそ の配偶 者458 組を 対 象に全国 規模で 実施し た「 転 勤と

勤 労者生 活に関 する調 査」。（2 ）1989 年１月 から ７月 にかけ50組 の夫婦を 対 象に報告 者自

身 が面接を 試 みた「 わが国コ ミ ュ ータ ー・ マリ ッジの実 態調査」。

【 結果】　 ま ず、転 勤要請が 家庭 において 問題と され る場合を、 妻無職 家庭 か有職か 、ま

た妻有 職家庭で は夫 婦どち らへ のあ るいは 両者 への要 請かによ って、 ４通り と大別し た。

次に、 その各 場合 におけ る対 応状況 を 調査結果 に基づい て把 握したと ころ、「 家族帯 同転

勤」を した ものの転 居先で の求 職がう まく行か ず夫へ の同行を 悔や む妻や、 夫の意 向に反

して「単 身赴 任」を望 む妻、 およ び自 分自身の 職業継 続を望 み夫と の別居を 厭わな いとす

る妻たちの存在が明らかとなった。　 将来予測さ れる共働き夫婦 の別居を、コ ミュ ータ ー・

マリ ッジの ケ ースで 検討す ると、 対等 な夫 婦関 係と柔 軟な生 活態度が目 立 った。
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